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都市計画部 都市計画課

令和７年１１月４日

第１５３回船橋市都市計画審議会

広域都市計画マスタープラン等について
（報告）

報告１



1

本日の説明内容

１ 都市計画の定期見直し

４ 都市計画区域の整備、開発
及び保全の方針（区域パート）

主に説明

参考として説明

２ 広域都市計画マスタープラン

３ 東葛・湾岸広域都市計画
マスタープラン（広域パート）

５ 今後のスケジュール
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１－① 都市計画の定期見直し



3

１－② 都市計画見直しの基本方針



4

１－③ 都市計画見直しの内容
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２－① 広域都市計画マスタープランの策定
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２－② 広域都市計画マスタープランの構成
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３ 東葛・湾岸広域都市計画マスタープラン（広域パート）



8

３ 東葛・湾岸広域都市計画マスタープラン（広域パート）



●都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
（＝都市計画区域マスタープラン）

４－① 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針とは

平成２８年３月
（２０１６年)

海老川上流地区のまちづくり等を踏まえ一部変更

令和８年以降の広域都市計画マスタープラン
決定に向けて見直し

現行の都市計画区域マスタープランを決定
（目標年次は平成３７年（令和７年））

令和４年３月
（２０２２年）

現在

・都市計画法第６条の２に基づく
・都市計画の目標や主要な都市計画の決定の方針などを示す
・都市計画基礎調査の結果等を踏まえ、定期的に見直し
（前回は約１０年前に見直し）

・決定権者は千葉県
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前回（第152回）報告資料と同じ
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１．都市計画の目標

（１）本区域の基本理念

（２）地域毎の市街地像

２．主要な都市計画の決定の方針

（１）都市づくりの基本方針

（２）土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針

（３）都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針

（４）市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針

（５）自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針

３．方針付図
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４－② 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の構成

※都市計画区域の整備、開発及び保全の方針



■総合計画、都市計画マスタープランの位置づけを踏まえた見直し

人
も 

ま
ち
も 

輝
く 

笑
顔
あ
ふ
れ
る
船
橋

一人一人が
自分らしく輝くまち

住み慣れた地域で、健康
で安心して暮らせるまち

活力と魅力にあふれ、
進化し続けるまち

快適で豊かに暮らせる、
人と環境にやさしいまち

命と暮らしを守る
強靭なまち

第3次船橋市総合計画 船橋市都市計画マスタープラン

まちづくりの目標
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前回（第152回）報告資料と同じ

４－③ 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針について

１．都市計画の目標

（１）本区域の基本理念

（２）地域毎の市街地像



■総合計画、都市計画マスタープランの位置づけを踏まえた見直し
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・本区域を５つ（南部、西部、中部、東

部、北部）に分け、それぞれの特性

に応じた市街地像を設定。

・各々、商業地や産業地、住宅地など

土地利用に基づいたまちづくりの目

指す姿を記載した。

北部

中部

西部

南部

東部

前回（第152回）報告資料と同じ

１．都市計画の目標

（１）本区域の基本理念

（２）地域毎の市街地像

４－③ 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針について



■見直しの視点・概要
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・千葉県の方針を受けた見直し・・・千葉県総合計画、千葉県都市づくりビジョン

・市の上位計画、関連計画の見直しを受けた見直し
・・・船橋市総合計画、船橋市都市計画マスタープラン

・社会、経済情勢の変化に対応するための見直し
・・・コンパクトな都市づくり、ウォーカブルなまちなかの形成、

グリーンインフラ、ゼロカーボン等

・都市施設の整備状況による見直し

前回（第152回）報告資料と同じ

２．主要な都市計画の決定の方針

（１）都市づくりの基本方針

（２）土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針

（３）都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針

（４）市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針

（５）自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針

４－③ 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針について



人口減少に対応したコンパクトで
効率的な都市構造への転換に関する方針

１①
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・本区域の将来的な人口減少を見据え、都市活動の中心となる駅周辺に都市機

能や交通機能を充実させコンパクトな都市づくりを目指す。

・居心地が良く歩きたくなるウォーカブルなまちなかの形成を目指す。

・誰もが快適で過ごしやすいユニバーサルデザインに配慮する。

人口減少にも対応できる持続可能な都市経営・環境負荷の低減を目指し、公共

交通等と連携したコンパクトな都市構造を構築する。

前回（第152回）報告資料と同じ

２．主要な都市計画の決定の方針

（１）都市づくりの基本方針

（２）土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針

（３）都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針

（４）市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針

（５）自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針

４－③ 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針について



社会インフラ等を活用した多様な産業の
受け皿の創出による地域振興に関する方針

１②
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・本区域の臨海部は、製造業等が集積する工業地が形成されており、近年では、

倉庫業や物流業の立地ニーズも高まっていることから、引き続き工業・流通業務

の拠点として集積を図る。

・本区域の北部地域は、北千葉道路の整備による広域道路ネットワークを生かし

た産業拠点の形成に向けて、既存農業や自然的環境への影響等に配慮しなが

ら、新たな産業地の創出を検討する。

広域幹線道路の整備進展等による社会インフラの整備効果の最大化を目指した

産業の受け皿づくり等により、地域の振興を図る。

前回（第152回）報告資料と同じ

２．主要な都市計画の決定の方針

（１）都市づくりの基本方針

（２）土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針

（３）都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針

（４）市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針

（５）自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針

４－③ 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針について



頻発化・激甚化する
自然災害への対応に関する方針

③
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・公共建築物等の耐震化及び老朽化対策を進める。

・木造住宅やマンション、病院等の民間施設の耐震診断や耐震補強工事を促し、
耐震化率の向上を図る。

・土砂災害の恐れのある区域においては、開発行為や建築物の立地等の抑制に
努める。

・近年頻発する集中豪雨等による都市型水害に対しては、河川・公共下水道等の
計画的な整備や、透水性舗装や貯留浸透施設の整備により雨水流出の抑制を
図るとともに、緑地や農地等を保全することにより、流域治水の推進に努める。

頻発化・激甚化する自然災害に対応するため、災害に強い安全な都市づくりに

向けた土地利用の規制・誘導や市街地整備を図る。

前回（第152回）報告資料と同じ

２．主要な都市計画の決定の方針

（１）都市づくりの基本方針

（２）土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針

（３）都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針

（４）市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針

（５）自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針

４－③ 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針について



自然的環境の保全と
質の高い生活環境の整備に関する方針

④
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・自然やふるさとが感じられる水と緑のネットワークの形成を図る。

・緑化の推進、景観木や街路樹、生け垣等の積極的な整備等により、緑の創出を
促進する。

・緑に関わる助成や、協力体制の充実、ボランティア活動の推進等、総合的な緑
の保全と育成のための施策の展開を検討する。

・グリーンインフラの推進や都市農地の保全、バイオマスの利活用等により「2050
年ゼロカーボン」に取り組む。

森林・農地・公園等は、良好な自然環境や景観の形成のみならず、防災・減災、

カーボンニュートラルの実現など多面的な機能を有することから、その整備・保全

と活用を図る。

前回（第152回）報告資料と同じ

２．主要な都市計画の決定の方針

（１）都市づくりの基本方針

（２）土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針

（３）都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針

（４）市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針

（５）自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針

４－③ 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針について
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• 商業地・住宅地・工業地等の主要な用途の配置について、船橋市都市計
画マスタープランとの整合を図り更新

• 市街化区域内の農地に関する方針について更新

➢ 市街化区域内の農地については、生産緑地制度等の活用により身近な
緑地として保全を図るとともに、公園等としての活用も検討する。

• 都市内の水循環に関する方針について更新

➢ 都市内の健全な水循環の構築を図るため、雨水浸透・貯留の推進や河
川・湖沼周辺の緑地保全、都市緑化の推進等に努める。

• インターチェンジ周辺、幹線道路沿線等のポテンシャルの高い地域等にお
ける産業系の土地利用に関する方針について更新

■変更案の概要

前回（第152回）報告資料と同じ

２．主要な都市計画の決定の方針

（１）都市づくりの基本方針

（２）土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針

（３）都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針

（４）市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針

（５）自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針

４－③ 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針について



19

• 道路や鉄道等の交通施設に関する方針について、事業進捗や船橋市都市計
画マスタープランとの整合を図り更新

• 下水道及び河川に関する方針について、事業進捗や関連計画に基づき更新

➢ 本区域の公共下水道は、印旛沼流域下水道及び江戸川左岸流域下水道の
二つの流域関連公共下水道による処理区域と西浦、高瀬及び津田沼の三つ
の単独処理区域の合計5系統に区分し、公衆衛生の向上及び公共用水域の
保全、浸水被害の軽減を目的として汚水整備及び雨水整備を進める。さらに
地震時における機能確保や施設の老朽化に伴う改築などの地震対策及び老
朽化対策についても進める。

前回（第152回）報告資料と同じ

２．主要な都市計画の決定の方針

（１）都市づくりの基本方針

（２）土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針

（３）都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針

（４）市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針

（５）自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針

■変更案の概要

４－③ 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針について
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• 現在施行中の事業（飯山満地区、海老川上流地区）の推進について引続き
記載

• 事業進捗状況の変化による更新

• 事業進捗や、「船橋市緑の基本計画」等の関連計画に基づき更新

• 本市特有の自然環境の保全に関する方針について更新

➢ 三番瀬の豊かな生態系を将来の世代に残し、干潟の恵みを享受できるよう、
干潟への負荷の抑制、三番瀬の自然的環境や漁場の保全・再生・利用を図
る。

• 他の方針と文章構成を合わせるため更新

（４）市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針

（５）自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針

前回（第152回）報告資料と同じ

２．主要な都市計画の決定の方針

（１）都市づくりの基本方針

（２）土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針

（３）都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針

（４）市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針

（５）自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針

■変更案の概要

４－③ 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針について
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３．方針付図

※図面調整中

４－③ 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針について



新旧対照表p35、イ．都市基幹公園は、アンデルセン公園や運動公園が想定されてい
ると思うが、生物多様性の面も持っているのでそういった観点の記載を入れるべきであ
ると思う。

＜いただいたご意見＞

ご意見を踏まえ、生物多様性については、公園だけでなく緑全般に関連する観点であ
ることから、「（5）自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針」の「①

基本方針」に、「緑は、防災・減災、都市環境の改善、生物多様性の保全などのさまざま
な機能を有している」ことを位置づけました。（新旧対照表 p32）

＜考え方＞

４－④ 第１５２回都市計画審議会でいただいた
ご意見に対する考え方

ご意見を踏まえ、現計画の考え方のとおり、都市公園の他に広場や市民の森、公共
施設の緑地部分等の面積を含めた目標値を定めることとしました。（新旧対照表 p33）

＜考え方＞

「都市公園等の施設として整備すべき緑地の目標水準」が半減している。船橋市は都
市公園の面積が少ないため、面積に算入する施設の種類を増やすなどして、目標水準
を増やすよう努めてもよいのではないか。

＜いただいたご意見＞
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都市計画の手続き等に関する内容については、決定次第、市ホームページや市広報等でお知らせします。
なお、今後の状況により予定が変更となる場合もあります。 23
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５ 今後のスケジュール（予定）

10/24
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令和8年
夏頃
（予定）

令和７～８年度
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